
意見案第１号

地方一般財源総額の確保等の緊急的な対応を求める意見書

国は、社会保障の充実・安定化とそのための安定財源の確保及び財政健全化の同時達

成を目指し、社会保障と税の一体改革を進めてきたが、医療や介護などを支える消費税

率の引き上げは、平成31年10月まで再延期されることとなった。

他方、急激に進行する高齢化への対策や少子化対策、地域経済の活性化は待ったなし

の状況にあり、これらの施策を支える安定財源を確保するための日本経済の底上げも正

念場を迎え、将来にわたって活気ある地域づくりを本格的に推進すべきときにある。

このような中、財政制度等審議会から、地方交付税を削減すべきとの趣旨を盛り込ん

だ建議が財務大臣に提出されているが、全ての国民が等しく住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられ、安心な社会保障と強い地域経済を構築するためには、地方自治体が安

定的に行政サービスを提供できる財政基盤の確立が重要であり、そのためには、地方交

付税を初めとする地方一般財源総額の確保が必要不可欠である。

よって、国においては、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。

記

１ 社会保障施策を初め、学校教育や警察・消防の運営、道路や河川等の社会基盤の維

持・整備など、国民生活に密接に関連する多くの行政サービスを確実に実施するため、

地方交付税総額の確保はもとより地方一般財源総額を確実に確保すること。

２ 保育の受け皿整備など社会保障施策の充実に支障がないよう、所要の財源について

は、地方に負担を転嫁することなく、国の責任において安定財源を確保すること。

３ 人材確保が喫緊の課題になっている保育士・介護職員などの処遇改善など「一億総

活躍プラン」関連施策の実施についても、国の責任において、地方負担分も含め財源

を確保すること。

４ 人口減少社会への対応という中長期的な課題に取り組む地方自治体をサポートし、

地域の実情に応じて自主性・主体性を発揮し、地方創生を推進することができるよう、

１兆円の「まち・ひと・しごと創生事業費」を拡充・継続すること。また、地方創生

推進交付金についても、安定的かつ継続的にその総額を確保すること。

以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
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